
令和8年4月1日～市役所の組織がかわります

○ 目次

１．大規模災害への防災対策強化を実現する体制
（「防災危機管理課」の新設 ※総務課から分離）

２．全庁的なＤＸの推進を実現する体制
（総務課「デジタル情報推進室」の新設）

３．健全な財政運営の確立を実現する体制
（政策推進課「ふるさと納税推進室」を財政課に編入等）

４．市民生活に不可欠なライフラインを将来にわたり
安定的に維持する体制
（「上下水道課」の新設 ※水道課・下水道課を統合）

５．市民の多様な学習ニーズや文化活動に、より
専門的に応える体制
（「文化振興課」の新設 ※生涯学習課から分離）

６．業務を集約し、一元的に各種政策を推進する体制
（農林課「国土調査係」を税務課に移管し、「固定資産税第２係」に変更）
（生涯学習課「人権教育係」を人権啓発課に移管）
（財政課「住宅係」を建設課に移管）

P2

P2

P2

P3

P4

P5

本市における行政組織の機構改革については、平成23年度の部制導入以降は、平成
25年度に「新病院整備課」新設、平成29年度に「子育て支援課」新設と併せ「医療対策課・
新病院整備課」を廃止して以降、抜本的な改革は行っておりません。

しかしながら、多様化する行政課題や市民ニーズに迅速かつ柔軟に対応し、より効率的、
効果的な行政運営を目指すためには、部署の新設、廃止、統合、再編などにより、利便性が
高く、市民にわかりやすい組織体制を構築することが求められています。

つきましては、令和8年4月1日より、機構改革を予定していますので、その概要につい
て説明します。

【現 行】 3部 22課 １３室 117係 （部長職 4名 課長職 21名）

【改革案】 3部 23課 １2室 114係 （部長職 4名 課長職 22名）

※ 市立病院・教育委員会含む【( )内派遣を除く】
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【改革理由】

課長補佐

課長補佐 住宅係

○財政課　※全ての係を八幡浜庁舎５階に集約

契約検査室　（4F⇒5F）

課長 課長補佐

工事検査係

契約係

室長兼課長補佐 ふるさと納税係

課長補佐

地方創生係

工事検査係

ふるさと納税推進室　【移管】

財政係

管財係

地域づくり支援係

行政改革推進係

地方創生係・総合政策係・地域づくり支援係

課長補佐

地方創生推進室

行政改革推進係

室長兼課長補佐

（政策用地に関する企画を調整する業務を担当）

（保内庁舎 産業建設部 建設課に移管する。）

（人口減少対策・プロジェクト調整担当）

課長 行政係・選挙管理委員会・人事係・給与係・統計係

※現電算室に設置

課長補佐

○防災危機管理課　【新設】　※八幡浜庁舎３階に設置

防災係

消防交通防犯係

（愛宕山プロジェクト推進担当）

秘書係・シティプロモーション係課長

室長兼課長補佐

次長兼課長補佐 情報システム係

ＤＸ推進係

契約係

地方創生推進室

ＤＸ推進室

室長兼課長補佐

○財政課

（人口減少対策推進担当）

課長補佐

室長兼課長補佐

課長 課長補佐 財政係

管財係

契約検査室

室長兼課長補佐

ＤＸ推進係

総合政策係

課長

○政策推進課

○政策推進課

課長 課長補佐 秘書係

消防交通防犯係

課長補佐

シティプロモーション係

ふるさと納税係

課長補佐 統計係

危機管理・原子力対策室

室長兼課長補佐

次長兼課長補佐

室長兼課長補佐

ふるさと納税推進室

防災係

「大規模災害への防災対策強化」、「全庁的なDXの推進」、「健全な財政運営の確立」を実現する体制

（「防災危機管理課」、「デジタル情報推進室」の設置等について）

課長 課長補佐

課長補佐 人事係

現　行 改　正

デジタル情報推進室　【新設】

○総務企画部

○総務課

○総務企画部

○総務課

行政係・選挙管理員会

課長補佐 給与係

課長補佐 情報システム係

・「南海トラフ巨大地震」などの大規模災害に備えた事前復興計画の策定及び本市の重要施策である「愛宕山プロジェク

ト」を主導的に推進するため、「防災危機管理課」を設置する。合わせて、「愛宕山プロジェクト推進担当」を配置する。

・全庁的なＤＸを強力に推進する体制を構築するため、総務課に「デジタル情報推進室」を設置する。

・ふるさと納税を市の重要な財源として財政課で一元的に管理し、健全な財政運営を行う。合わせて、住宅係を建設課

に移管する。

・政策推進課人口減少対策担当にプロジェクト・政策用地に関する企画を調整する業務を付与する。
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庶務係と生活排水係を統合

施設管理係と上水・簡水施設管理係と
簡易水道係を統合

【改革理由】

課長補佐 業務係

課長補佐 工務係

課長補佐 簡易水道係

上水・簡水施設管理係

八幡浜庁舎

課長補佐

課長補佐

施設管理係

工務係

課長 課長補佐 庶務係

○水道課

課長補佐

課長補佐

生活排水係

業務係

課長補佐

課長補佐

○下水道課

課長 課長補佐 庶務係

○上下水道課【新設】

課長 課長補佐

市民生活に不可欠なライフラインを将来にわたり安定的に維持する体制
（「上下水道課」の設置について）

現　行 改　正

○産業建設部 ○産業建設部

課長補佐 料金係

下水道庶務係

課長補佐

課長補佐 下水道工務係

（浄化槽業務所管）

（簡易水道業務所管）

保内庁舎に業務係を統合

水道庶務係

施設維持係

課長補佐 水道工務係

課長補佐

（簡易水道施設整備業務所管）

・ 市民生活に不可欠なライフラインを将来にわたり安定的に維持するため、水道課と下水道課を統合し、「上下水道課」

を設置する。両事業は、ともに国土交通省の所管であり、同省の要請によって策定済みの「上下水道耐震化計画」をはじ

め、一体的な事業推進が求められており、両課の統合により、災害対策や料金改定の検討などを効率的に進め、持続可

能な上下水道システムの構築を図る。

・ 課の統合に合わせて、八幡浜庁舎に設置している水道課業務係を含めて係の再編を行う。これまで２課１０係の体制

で運営していましたが、今後は１課６係へとスリム化し、事務所を保内庁舎に設置する。これによって、関連業務の効率化

が、より一層、図れるものと考えている。

・ 八幡浜庁舎における水道料金の収納は、市金庫で納付書によって収納する。納付書を持参していない場合は、会計課

で納付書を発行する。

【現行】 【改正】

２課 １０係 ⇒ １課 ６係

※執務室は保内庁舎２階の左右に配置

※八幡浜庁舎の水道課業務係は保内庁舎に移

転、下水道課業務係と統合し「料金係」とする。
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・保内庁舎 ・市民図書館 ・保内庁舎 ・その他

・市民文化活動センター ・保内図書館

・八幡浜文化会館 ・その他

・市民文化活動センター ・市民図書館

・八幡浜文化会館 ・保内図書館

【改革理由】

生涯学習係課長 課長補佐 生涯学習係 課長

（プロスポーツに関する業務を移管）

（集会所に関する業務を移管）

○教育委員会

課長補佐

中央公民館

保内別館

交流拠点

施設みなせ

市民スポーツセンター

○文化振興課【新設】　※課長は「ゆめみかん」に配置

市民の多様な学習ニーズや文化活動に　より専門的に応える体制
（「文化振興課」の設置について）

現　行 改　正

○教育委員会 ○教育委員会

○生涯学習課 ○生涯学習課

八幡浜市美術館長

青少年センター

指定管理者

青少年センター

人権教育係

市民図書館長

保内図書館長

課長補佐

課長補佐

中央公民館長

市民文化活動センター長

課長補佐

文化会館事業係

課長補佐

課長補佐

八幡浜文化会館長

中央公民館

庶務係

課長

補佐

文化振興第1係

17地区

公民館

八幡浜市美術館長

保内図書館図書係

市民図書館図書第2係

市民図書館図書第1係

市民文化活動

センター事業係

市民文化活動

センター事業係

保内図書館図書係

課長補佐

課長

課長補佐

文化振興第1係

文化会館事業係

（市民会館跡地整備担当）

市民図書館図書第1係

市民図書館図書第2係

八幡浜文化会館長

市民図書館長

（市民会館跡地整備担当）

スポーツ振興係

スポーツ振興係

中央公民館

庶務係

中央公民館長

17地区

公民館
課長補佐

文化振興第2係長

文化振興第2係長

（市民福祉部 人権啓発課に移管する。）

中央公民館

保内別館

交流拠点

施設みなせ

指定管理者

市民スポーツセンター

保内図書館長

市民文化活動センター長

・市民の多様な学習ニーズや文化活動に、より専門的に応えるため、業務が多岐にわたる生涯学習課から文化振興部門

を分離し、「文化振興課」を新設する。両課がそれぞれの分野における専門性を高め、市民サービスの質向上と効果的な

事業展開を目指す。

・生涯学習課が所管していた「人権教育係」を人権啓発課に移管し、人権啓発と人権教育を一元的に推進する体制を構

築する。

・政策推進課から、「プロスポーツ振興に関する業務」及び「集会所に関する業務」を生涯学習課に移管する。

・文化振興課長は、八幡浜市文化会館「ゆめみかん」１階事務所に配置する。
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【改革理由】

空き家対策係
住宅係

都市計画係

※都市デザイン室から分離

工務第２係

住宅係

課長補佐

課長補佐 管理係

課長補佐 工務第１係

契約検査室

室長兼課長補佐 工事検査係

契約係

国土調査係

青少年センター

管財係

課長補佐 財政係

課長補佐

課長補佐

地域改善係・人権啓発係

神宮通り福祉会館係

保内福祉会館係・ふれあいセンター係

課長補佐

農林振興係・世界マーマレード大会推進室

農業土木第１係・農業土木第２係 債権管理係

○市民福祉部 人権啓発課

課長 課長補佐

○教育委員会 生涯学習課

課長 課長補佐 生涯学習係

人権教育係

市民税係

室長兼課長補佐 債権管理係

債権管理室

債権管理室

○産業建設部 農林課

課長
室長兼課長補佐

（国土調査に関する業務を移管）

固定資産税第２係

固定資産税第１係

課長補佐 市民税係

人権教育係

～庁舎外 係・施設等～

○産業建設部 建設課○総務企画部 財政課

課長 課長

スポーツ振興係

建築係室長兼課長補佐

都市デザイン室

庶務徴収係課長 課長補佐

固定資産税係

関連業務を集約し、一元的に各種政策を推進する体制
（各種業務の移管について）

現　行 改　正

○総務企画部 税務課 ○総務企画部 税務課

課長 課長補佐 庶務徴収係

課長補佐
課長補佐

課長補佐

・農林課の「国土調査係」を税務課へ移管。約50年にわたる調査業務が完了したことを受け、残る業務は地籍図の管理・

訂正などの限られた業務となることから、固定資産税業務と一体的に行うことで効率化を図る。これに伴い、既存業務

を「固定資産税第１係」が担当し、移管業務を主に担当する「固定資産税第２係」を設置する。

・生涯学習課が所管していた「人権教育係」を人権啓発課に移管し、人権啓発と人権教育を一元的に推進する体制を構

築する。

・財政課の「住宅係」を建設課へ移管。建築の専門部署に業務を集約することで、長期的視点に立った効果的な住宅政策

を推進する。
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